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(57)【要約】
【課題】下地段板の後端を下側から支持できる安全施工
階段を提供する。
【解決手段】本発明は、斜め方向に間隔をおいて配置さ
れる複数の下地段板２１を備え、隣り合う下地段板２１
間に配置されるけこみ板３の上端が上側の下地段板２１
の前部下面に対応して配置されるとともに、当該けこみ
板３の前面下端部が下側の下地段板２１の後端に対応し
て配置された仮設状態に対し、下地段板２１の上面に化
粧段板２５が貼り付けられて仕上げ状態となる安全施工
階段を対象とする。けこみ板３の前面下端部に、下地段
板２１の後端に対応して段板挿入溝３０が形成されると
ともに、その段板挿入溝３０に下地段板２１の後端が挿
入された状態に配置されている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜め方向に間隔をおいて配置される複数の下地段板を備え、隣り合う前記下地段板間に
配置されるけこみ板の上端が上側の下地段板の前部下面に対応して配置されるとともに、
当該けこみ板の前面下端部が下側の下地段板の後端に対応して配置された仮設状態に対し
、前記下地段板の上面に化粧段板が貼り付けられて仕上げ状態となる安全施工階段であっ
て、
　前記けこみ板の前面下端部に、前記下地段板の後端に対応して段板挿入溝が形成される
とともに、その段板挿入溝に前記下地段板の後端が挿入された状態に配置されていること
を特徴とする安全施工階段。
【請求項２】
　前記段板挿入溝の下側が、前記下地段板を挿入する下地段板挿入部として構成され、
　前記段板挿入溝における前記下地段板の上面と前記段板挿入溝の内周上側面との間の隙
間が化粧段板挿入部として構成され、
　仕上げ状態では前記化粧段板の後端が前記化粧段板挿入部に挿入された状態に配置され
ている請求項１に記載の安全施工階段。
【請求項３】
　前記化粧段板の上面後端が前記段板挿入溝の内周上側面に圧接した状態に配置されてい
る請求項２に記載の安全施工階段。
【請求項４】
　前記化粧段板の厚さが前記化粧段板挿入部よりも厚く形成され、その化粧段板挿入部に
前記化粧段板の後端が圧縮した状態に挿入されている請求項２または３に記載の安全施工
階段。
【請求項５】
　前記下地段板および前記化粧段板間に介在された接着剤が膨張することによって、前記
化粧段板の上面後端が前記段板挿入溝の内周上側面に圧接するように構成されている請求
項２～４のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項６】
　前記下地段板の上面後端に下地段板切欠凹部が形成されるとともに、
　その下地段板切欠凹部の前端位置が上位のけこみ板の前面よりも前方に配置されている
請求項２～５のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項７】
　前記化粧段板の下面後端に化粧段板切欠凹部が形成されることにより、前記化粧段板の
後端縁が薄く形成されている請求項２～６のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項８】
　前記下地段板挿入部の奥行きが前記化粧段板挿入部の奥行きよりも深く形成されている
請求項２～７のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項９】
　前記下地段板の厚さが前記下地段板挿入部よりも厚く形成され、その下地段板挿入部に
前記下地段板の後端が圧縮した状態に挿入されている請求項２～８のいずれか１項に記載
の安全施工階段。
【請求項１０】
　前記下地段板の後端面下縁部に下地段板側面取り部が形成されている請求項１～９のい
ずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項１１】
　前記けこみ板における段板挿入溝の開口縁部下側にけこみ板側面取り部が形成されてい
る請求項１～１０のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項１２】
　仮設状態では前記けこみ板の前面に剥離可能な養生材が積層されるとともに、
　仕上げ状態では前記養生材が前記けこみ板から取り外されている請求項１～１１のいず
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れか１項に記載の安全施工階段。
【請求項１３】
　前記けこみ板の前面に貼り付け可能なけこみ板化粧材が設けられ、
　仮設状態において前記けこみ板は前記けこみ板化粧材が取り外された状態であり、仕上
げ状態では前記けこみ板にけこみ板化粧材が貼り付けられている請求項１～１１のいずれ
か１項に記載の安全施工階段。
【請求項１４】
　前記下地段板および前記化粧段板の前端部を覆う段鼻が設けられている請求項１～１３
のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【請求項１５】
　前記段鼻が前記化粧段板に一体に形成されている請求項１４に記載の安全施工階段。
【請求項１６】
　前記化粧段板の前端面に雄ざね部が形成されるとともに、前記段鼻の裏面側に雌ざね部
が形成され、
　前記雄ざね部が前記雌ざね部に嵌め込まれて、前記段鼻が前記化粧段板に取り付けられ
ている請求項１４に記載の安全施工階段。
【請求項１７】
　前記段板挿入溝のうち、化粧段板を挿入するための化粧段板挿入部に化粧段板によって
圧縮変形するクッション材を配置し、そのクッション材の復元力によって前記化粧段板が
前方へ押し込まれて、前記化粧段板の前端が前記段鼻に圧接するように構成されている請
求項１６に記載の安全施工階段。
【請求項１８】
　前記下地段板の側縁部および前記けこみ板の側縁部を支持する側板を備え、
　前記側板の上端縁に、前記下地段板の両側下面を支持する水平な段板取付部と、前記け
こみ板の両側下端を支持する垂直なけこみ板取付部とが交互に設けられ、
　前記側板における前記段板取付部の後端に前記けこみ板の下端を挿入配置するためのけ
こみ板挿入用切欠部が形成されている請求項１～１７のいずれか１項に記載の安全施工階
段。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、仕上げ前の仮設状態で建築作業用の仮設階段として利用することができる
安全施工階段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に示すように従来より一般的な木質製の屋内階段は、水平な段板と、垂直な
けこみ板とが交互に配置されて構成されている。このような屋内階段は建築作業中に使用
されることなく、作業者は建築現場に組み立てられた仮設足場の階段（仮設階段）等を利
用して、階下や階上への行き来を行うようにしている。
【０００３】
　一方近年において、戸建て住宅を建築するに際して、仕上げ前の仮設状態で建築作業用
の仮設階段として利用し、最終的に当該仮設階段に対し仕上げ施工を行って組立を完了し
、居住者用の屋内階段として用いることができる安全施工階段が周知である。
【０００４】
　例えば下記特許文献２，３に示す安全施工階段においては、段板が下地段板と、下地段
板の上面（表面）に貼り付けられる化粧段板とで構成されている。そして建築中には、下
地段板に化粧段板を貼り付ける前の仮設状態としておき、その仮設状態の階段を建築作業
用の仮設階段（仮設足場）として使用するようにしている。さらに所定の建築作業が完了
した後、仮設状態の階段における下地段板の上面に化粧段板を貼り付けて組立を完了し、
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通常の屋内階段に仕上げるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭５８－８９５２９号公報
【特許文献２】特開２０１３－１４４８８４号公報
【特許文献３】実公平７－３５９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献２，３に示す安全施工階段において、下地段板の両側端部は、側板等によ
って下側から支持されるとともに、前端側は、下位のけこみ板によって下側から支持され
ている。しかしながら、下地段板の後端側は上位のけこみ板の下部前面に対向して配置さ
れており、下側から支持されていない。このため例えば、下地段板に高荷重が加わった際
等に、下地段板の後端側の中央部が沈み込むような有害なたわみ変形が生じるおそれがあ
った。
【０００７】
　一方、下地段板をその板厚を厚くして強度を高めることによって、上記のたわみ変形を
防止することはできるが、そうすると、板厚の増大に伴って、材料費が高騰してコストの
増大を来すとともに、重量が増加して下地段板の取扱作業が困難になり、組立作業性の低
下を来すという新たな課題が発生する。
【０００８】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、仕上げ前の仮設状態で作業階段
として利用できる上さらに、コストの削減および組立作業性の向上を図りつつ、下地段板
の後端も下側から支持できて、下地段板に有害なたわみ変形が生じるのを防止することが
できる安全施工階段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は、以下の手段を備えるものである。
【００１０】
　［１］斜め方向に間隔をおいて配置される複数の下地段板を備え、隣り合う前記下地段
板間に配置されるけこみ板の上端が上側の下地段板の前部下面に対応して配置されるとと
もに、当該けこみ板の前面下端部が下側の下地段板の後端に対応して配置された仮設状態
に対し、前記下地段板の上面に化粧段板が貼り付けられて仕上げ状態となる安全施工階段
であって、
　前記けこみ板の前面下端部に、前記下地段板の後端に対応して段板挿入溝が形成される
とともに、その段板挿入溝に前記下地段板の後端が挿入された状態に配置されていること
を特徴とする安全施工階段。
【００１１】
　［２］前記段板挿入溝の下側が、前記下地段板を挿入する下地段板挿入部として構成さ
れ、
　前記段板挿入溝における前記下地段板の上面と前記段板挿入溝の内周上側面との間の隙
間が化粧段板挿入部として構成され、
　仕上げ状態では前記化粧段板の後端が前記化粧段板挿入部に挿入された状態に配置され
ている前項１に記載の安全施工階段。
【００１２】
　［３］前記化粧段板の上面後端が前記段板挿入溝の内周上側面に圧接した状態に配置さ
れている前項２に記載の安全施工階段。
【００１３】
　［４］前記化粧段板の厚さが前記化粧段板挿入部よりも厚く形成され、その化粧段板挿
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入部に前記化粧段板の後端が圧縮した状態に挿入されている前項２または３に記載の安全
施工階段。
【００１４】
　［５］前記下地段板および前記化粧段板間に介在された接着剤が膨張することによって
、前記化粧段板の上面後端が前記段板挿入溝の内周上側面に圧接するように構成されてい
る前項２～４のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００１５】
　［６］前記下地段板の上面後端に下地段板切欠凹部が形成されるとともに、
　その下地段板切欠凹部の前端位置が上位のけこみ板の前面よりも前方に配置されている
前項２～５のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００１６】
　［７］前記化粧段板の下面後端に化粧段板切欠凹部が形成されることにより、前記化粧
段板の後端縁が薄く形成されている前項２～６のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００１７】
　［８］前記下地段板挿入部の奥行きが前記化粧段板挿入部の奥行きよりも深く形成され
ている前項２～７のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００１８】
　［９］前記下地段板の厚さが前記下地段板挿入部よりも厚く形成され、その下地段板挿
入部に前記下地段板の後端が圧縮した状態に挿入されている前項２～８のいずれか１項に
記載の安全施工階段。
【００１９】
　［１０］前記下地段板の後端面下縁部に下地段板側面取り部が形成されている前項１～
９のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００２０】
　［１１］前記けこみ板における段板挿入溝の開口縁部下側にけこみ板側面取り部が形成
されている前項１～１０のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００２１】
　［１２］仮設状態では前記けこみ板の前面に剥離可能な養生材が積層されるとともに、
　仕上げ状態では前記養生材が前記けこみ板から取り外されている前項１～１１のいずれ
か１項に記載の安全施工階段。
【００２２】
　［１３］前記けこみ板の前面に貼り付け可能なけこみ板化粧材が設けられ、
　仮設状態において前記けこみ板は前記けこみ板化粧材が取り外された状態であり、仕上
げ状態では前記けこみ板にけこみ板化粧材が貼り付けられている前項１～１１のいずれか
１項に記載の安全施工階段。
【００２３】
　［１４］前記下地段板および前記化粧段板の前端部を覆う段鼻が設けられている前項１
～１３のいずれか１項に記載の安全施工階段。
【００２４】
　［１５］前記段鼻が前記化粧段板に一体に形成されている前項１４に記載の安全施工階
段。
【００２５】
　［１６］前記化粧段板の前端面に雄ざね部が形成されるとともに、前記段鼻の裏面側に
雌ざね部が形成され、
　前記雄ざね部が前記雌ざね部に嵌め込まれて、前記段鼻が前記化粧段板に取り付けられ
ている前項１４に記載の安全施工階段。
【００２６】
　［１７］前記段板挿入溝のうち、化粧段板を挿入するための化粧段板挿入部に化粧段板
によって圧縮変形するクッション材を配置し、そのクッション材の復元力によって前記化
粧段板が前方へ押し込まれて、前記化粧段板の前端が前記段鼻に圧接するように構成され
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ている前項１６に記載の安全施工階段。
【００２７】
　［１８］前記下地段板の側縁部および前記けこみ板の側縁部を支持する側板を備え、
　前記側板の上端縁に、前記下地段板の両側下面を支持する水平な段板取付部と、前記け
こみ板の両側下端を支持する垂直なけこみ板取付部とが交互に設けられ、
　前記側板における前記段板取付部の後端に前記けこみ板の下端を挿入配置するためのけ
こみ板挿入用切欠部が形成されている前項１～１７のいずれか１項に記載の安全施工階段
。
【発明の効果】
【００２８】
　発明［１］の安全施工階段によれば、下地段板の後端を上位のけこみ板の段板挿入溝に
よって下側から支持することができるため、下地段板の後端が沈み込むような有害なたわ
み変形が生じるのを確実に防止することができる。また下地段板として薄くて軽量のもの
を使用できるため、薄板化により材料費を削減できるとともに、軽量化により下地段板の
取扱作業を容易に行えて、組立作業性を向上させることができる。さらに下地段板を段板
挿入溝に挿入するだけで簡単に、下地段板の位置決めを図ることができるため、組立作業
性を一層向上させることができる。
【００２９】
　発明［２］の安全施工階段によれば、化粧段板の後端をけこみ板の段板挿入溝に挿入し
ているため、化粧段板の後端の収まり具合が良くなり、良好な美観を得ることができる。
【００３０】
　発明［３］～［５］の安全施工階段によれば、段板挿入溝の上側開口縁部に隙間が形成
されるのを防止でき、良好な美観をより確実に得ることができる。
【００３１】
　発明［６］［７］の安全施工階段によれば、化粧段板挿入部の巾が狭くとも、その化粧
段板挿入部に化粧段板を確実に差し込むことができる。
【００３２】
　発明［８］の安全施工階段によれば、下地段板を下地段板挿入部に挿入した際に、下地
段板の上方向の位置決めも図ることができるため、組立作業性をより向上させることがで
きる。
【００３３】
　発明［９］の安全施工階段によれば、下地段板を下地段板挿入部に強固にかつ安定状態
に嵌め込むことができ、下地段板の位置ずれ等を確実に防止することができる。
【００３４】
　発明［１０］［１１］の安全施工階段によれば、下地段板を段板挿入溝に確実に差し込
むことができる。
【００３５】
　発明［１２］［１３］の安全施工階段によれば、仕上げ状態でけこみ板に確実に化粧を
施すことができる。
【００３６】
　発明［１４］～［１６］の安全施工階段によれば、下地段板および化粧段板の前端に段
鼻を確実に取り付けることができる。
【００３７】
　発明［１７］の安全施工階段によれば、化粧段板を安定した状態に取り付けることがで
きる。
【００３８】
　発明［１８］の安全施工階段によれば、けこみ板を側板のけこみ板挿入用切欠部内に挿
入した際に、けこみ板の側板に対する位置決めを図ることができるため、けこみ板を所定
の組付位置に精度良く簡単に配置できて組付作業性をより一層向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３９】
【図１Ａ】図１Ａはこの発明の実施形態である安全施工階段の構成を説明するための斜視
図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは実施形態の階段の構成を説明するための斜視図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは実施形態の階段の構成を説明するための斜視図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは実施形態の階段の構成を説明するための斜視図である。
【図２】図２は実施形態の階段においてけこみ板取付状態を説明するための斜視図である
。
【図３】図３は実施形態の階段において仮設階段を分解して示す側面図である。
【図４】図４は実施形態の階段において下地段板取付途中の状態を示す側面図である。
【図５】図５は実施形態の階段において仮設階段組立状態を示す側面図である。
【図６】図６は実施形態の階段において化粧段板取付途中の状態を示す側面図である。
【図７】図７は実施形態の階段において仕上げ状態を示す側面図である。
【図８】図８は実施形態の階段において段板挿入溝周辺を拡大して示す側面図である。
【図９】図９はこの発明の第１変形例である安全施工階段における段板挿入溝周辺を示す
側面図である。
【図１０】図１０はこの発明の第２変形例である安全施工階段における段板挿入溝周辺を
示す側面図である。
【図１１】図１１はこの発明の第３変形例である安全施工階段における段板挿入溝周辺を
示す側面図である。
【図１２】図１２はこの発明の第４変形例である安全施工階段における段板前端部周辺を
示す側面図である。
【図１３Ａ】図１３Ａはこの発明の第５変形例である安全施工階段における段板挿入溝周
辺を示す側面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂはこの発明の第６変形例である安全施工階段における段板挿入溝周
辺を示す側面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａはこの発明の安全施工階段における下地段板の釘打ち状況を説明す
るための側面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂはこの発明の安全施工階段における下地段板の釘打ち状況を説明す
るための側面図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃはこの発明の安全施工階段における下地段板の釘打ち状況を説明す
るための側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１Ａ～図１Ｄはこの発明の実施形態である安全施工階段が適用されたひな壇階段の構
成を説明するための斜視図である。なお本実施形態においては、階段を下りる際に使用者
が向いている方向を「前側」とし、階段を上る際に使用者が向いている方向を「後側」と
して説明する。また図１Ａ～図１Ｄに示す階段は、下側が直階段によって構成され、上側
が回り階段によって構成されているが、以下の説明においては発明の理解を容易にするた
め、直階段の部分に本発明を適用する場合を例に挙げて説明する。もっとも本発明は、直
階段に限られず、回り階段にも適用することができる。
【００４１】
　図１Ａに示すように家屋構造材としての支柱９に、一対のひな壇用側板（両側板）１，
１が固定されて、この両側板１，１が階段施工領域の両側に沿って斜めに配置される。言
うまでもなく側板１は、支柱９だけに限られず、壁面等の他の構造材に支持するようにし
ても良い。
【００４２】
　さらに図１Ｂに示すように両側板１，１に複数のけこみ板３が斜め方向に適宜間隔をお
いて垂直配置に取り付けられる。後に説明するが、けこみ板３の表面（前面）には透明な
養生フィルムが貼り付けられている。
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【００４３】
　また図１Ｃに示すように両側板１，１における隣り合うけこみ板２間に複数の下地段板
２１が斜め方向に適宜間隔をおいて水平配置に取り付けられる。この状態を本実施形態に
おいては仮設状態と称し、隣り合う下地段板２１間に配置されるけこみ板２の上端が上側
の下地段板２１の前部下面に対応して配置されるとともに、当該けこみ板２の前面下端部
が下側の下地段板２１の後端に対応して配置されている。そして本実施形態においてはこ
の仮設状態の階段（仮設階段）が建築作業用の作業階段として用いられる。例えばこの仮
設階段を用いて内装工事等を行うものである。
【００４４】
　そして最終的には図１Ｄに示すように仮組階段における下地段板２１上に化粧段板２５
が貼り付けられるとともに、けこみ板３に貼り付けられていた養生フィルムが剥ぎ取られ
る。こうして仕上げ状態となり、この仕上げ状態の階段（仕上げ階段）が居住者用の通常
の屋内階段として用いられる。
【００４５】
　ここで本実施形態においては、所定の下地段板２１の後端側（上側）および前端側（下
側）に隣接する２つのけこみ板３のうち、後端側に隣接するけこみ板３を上位のけこみ板
３と称し、前端側に隣接するけこみ板３を下位のけこみ板３と称することとする。また本
実施形態において、単に段板と言う場合には、下地段板２１および化粧段板２５の双方を
含む場合である。
【００４６】
　なお上記図１Ａ～図１Ｄは必ずしも施工手順と一致するものではなく、上位のけこみ板
３を取り付ける作業と、そのけこみ板３の下部前側に下地段板２１を取り付ける作業とを
階下から階上に向かって交互に行って、けこみ板３および下地段板２１を組み付けるのが
最も一般的な施工手順である。さらに下地段板２１に上位のけこみ板３を取り付けて、そ
のけこみ板付きの下地段板を階下から階上に向かって順次側板１に組み付けるような施工
手順も多く採用されている。もっとも本発明においては、階段の施工手順は限定されるも
のではなく、どのような手順で組み立てても良いが、階段を上から順次組み付けていく場
合に比べて、階段を下から順次組み付けて行く方が効率良くスムーズに階段を組み立てる
ことができる。
【００４７】
　以下、本実施形態のひな壇階段の構成について詳細に説明する。
【００４８】
　図１Ａに示すようにひな壇階段の側板１は、所定の傾斜角度で斜め方向に延びるように
配置されている。この側板１の上側縁部は階段状に切り欠かれることによって、水平な切
り口と、垂直な切り口とが交互に並んで配置されるように形成されている。そして水平な
切り口が段板取付用木口１２として構成されるとともに、垂直な切り口がけこみ板取付用
木口１３として構成されている。
【００４９】
　なお本実施形態においては、段板取付用木口１２が段板取付部として構成されるととも
に、けこみ板取付用木口１３がけこみ板取付部として構成されている。
【００５０】
　側板１における段板取付用木口１２の後端には、けこみ板取付用木口１３に対応して上
方に向けて開口するけこみ板挿入用切欠部１４が形成されている。
【００５１】
　本実施形態において側板１は、例えば１８ｍｍ厚の合板等の木質系材料によって構成さ
れている。
【００５２】
　図２および図３に示すようにけこみ板３は、前面（表面）側の下部に階段巾方向（けこ
み板長さ方向）に沿って段板挿入溝３０が形成されている。この段板挿入溝３０の下側に
は、下地段板２１の後端差込部２３を挿入配置するための下地段板挿入部３１が設けられ
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るとともに、上側には、化粧段板２５の後端縁を挿入配置するための化粧段板挿入部３５
が設けられる。なお下地段板挿入部３１および化粧段板挿入部３５については後に詳述す
る。
【００５３】
　本実施形態においては、下地段板挿入部３１の奥行き（深さ）が化粧段板挿入部３５の
奥行き（深さ）よりも深く形成されており、下地段板挿入部３１の底面（後面）が化粧段
板挿入部３５の底面（後面）に対し後方に配置されるようになっている。
【００５４】
　本実施形態においてけこみ板３の材料としては、木質系材料を用いることができ、例え
ば１２ｍｍ～３０ｍｍ厚の合板等を好適に用いることができる。本実施形態のけこみ板３
の材料としては２１ｍｍ厚の合板が採用されている。
【００５５】
　またけこみ板３の前面（表面）におけるその少なくとも段板挿入溝３０よりも上方の部
分は化粧が施されており、その化粧部分には養生材として透明な養生フィルム（図示省略
）が貼り付けられている。
【００５６】
　本実施形態においては、養生材として透明な養生フィルム（シート）を用いているが、
それだけに限られず他の養生材を用いるようにしても良い。例えばフィルムやシートに限
られることはなく、紙、テープ等によって構成された養生材を用いることもできる。さら
に養生材としては、透明なものに限られることはなく、不透明ないし半透明で着色された
ものも用いることができる。
【００５７】
　図１Ｂおよび図２に示すようにこの養生フィルム付きのけこみ板３を一対の側板１に組
み付けるには、両側板１の各けこみ板取付用木口１３に、けこみ板３における背面側（後
面側）の両側縁部を沿わせるようにして、けこみ板３の下端部を両側板１のけこみ板挿入
用切欠部１４内に挿入配置し、その状態でけこみ板３を糊釘併用で固定する。すなわちけ
こみ板３の裏面側両側縁部と側板１のけこみ板取付用木口１３との間に介在されるように
接着剤を塗布しておき、けこみ板３の両側縁部に表面側からフィニッシュネイル等の釘（
図示省略）を打ち込んでけこみ板取付用木口１３に固定する。こうしてけこみ板３を側板
１に固定する。
【００５８】
　ここで本実施形態においては、けこみ板３を側板１のけこみ板挿入用切欠部１４内に挿
入した際に、けこみ板３の側板１に対する位置決めを図ることができるため、けこみ板３
を所定の組付位置に精度良く簡単に配置できて組付作業性を向上させることができる。
【００５９】
　さらにけこみ板３をけこみ板挿入用切欠部１４内に挿入配置した後は、けこみ板３はけ
こみ板挿入用切欠部１４によって仮保持されて作業者が支持しなくとも取付姿勢を維持で
きるため、作業者は両手を自由に用いて釘打ち作業等のけこみ板３の固定作業を行うこと
ができる。従ってけこみ板３の組付固定作業を簡単かつスムーズに行うことができ、組付
作業性を一層向上させることができる。
【００６０】
　なお、本実施形態においてけこみ板３が側板１に組み付けられた状態においては、けこ
み板３の段板挿入溝３０が側板１における段板取付用木口１２の上方に対応して配置され
ている。
【００６１】
　図３および図４に示すように下地段板２１は、上面の後端縁に階段巾方向（段板長さ方
向）に沿って連続し、かつ上方および後方に向けて開口する断面Ｌ字状の下地段板切欠凹
段部２２を有している。この下地段板切欠凹段部２２の前端位置は、下地段板２１を組み
付けた状態においては、上位のけこみ板３の前面よりも前方に配置されるようになってい
る。後に詳述するが、この下地段板切欠凹段部２２は、下地段板切欠凹部に相当するもの
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であり、化粧段板２５の化粧段板挿入部３５への挿入操作を容易に行うためのものである
。
【００６２】
　図８に示すようにこの下地段板２１における下地段板切欠凹段部２２が形成される部分
、つまり下地段板２１の後端差込部２３の厚さＴ１は、けこみ板３における下地段板挿入
部３１の巾寸法（隙間寸法）Ｗ１よりも少し大きく（厚く）形成されている。
【００６３】
　また下地段板２１の上面における下地段板切欠凹部２２よりも少し前方には、階段巾方
向（段板長さ方向）に沿って連続する断面Ｖ字状の釘打ち用溝２４が形成されている。
【００６４】
　本実施形態において下地段板２１の材料としては、木質系材料を用いることができ、例
えば１２ｍｍ～３０ｍｍ厚の合板等を好適に用いることができる。本実施形態の下地段板
２１の材料としては１８ｍｍ厚の合板が採用されている。
【００６５】
　図１Ｃおよび図４に示すようにこの下地段板２１を一対の側板１等に組み付けるには、
後端側が下向きとなるように下地段板２１を斜め姿勢に配置した状態で、その下地段板２
１の後端差込部２３を上位のけこみ板３の下地段板挿入部３１に対向させ、続いて下地段
板２１をその後端差込部２３を化粧段板挿入部３１に挿入しながら水平姿勢となるように
回転させる。これにより下地段板２１における両側縁部が両側板１の各段板取付用木口１
２に沿った状態で、下地段板２１の後端差込部２３が上位のけこみ板３の下地段板挿入部
３１内に嵌め込まれる。そしてその状態で下地段板２１を側板１およびけこみ板３に糊釘
併用で固定する。すなわち下地段板２１の下面側における前縁部、後縁部および両側縁部
の全周（周囲４辺）と、それに対応する、下位のけこみ板３の上端面、上位のけこみ板３
の下地段板挿入部３１、および両側板１の段板取付用木口１２との間にそれぞれ介在され
るように接着剤を塗布しておく。さらに図５に示すように下地段板２１の両側縁部に上方
からフィニッシュネイル等の釘５１を打ち込んで側板１の段板取付用木口１２に固定し、
下地段板２１の前縁部に上方からフィニッシュネイル等の釘５１を下側に隣接する下位の
けこみ板３の上端面に固定するとともに、下地段板２１の後縁部における釘打ち込み用溝
２４に斜め前方からフィニッシュネイル等の釘５１を打ち込んで上位のけこみ板３におけ
る下地段板挿入部３１に固定する。こうして下地段板２１を側板１およびけこみ板３に糊
釘併用で固定する。
【００６６】
　ここで本実施形態においては、下地段板２１をけこみ板３の下地段板挿入部３１に挿入
した際に、下地段板２１の側板１およびけこみ板３に対する位置決めを図ることができる
ため、下地段板２１を所定の組付位置に精度良く簡単に配置できて組付作業性を向上させ
ることができる。特に下地段板挿入部３１の奥行きを化粧段板挿入部３５の奥行きよりも
深く形成しているため、下地段板２１を下地段板挿入部３１に挿入した際に上方向の位置
決めも図ることができ、組付作業性を一層向上させることができる。
【００６７】
　また本実施形態においては既述した通り、下地段板２１の後端差込部２３の厚さＴ１を
けこみ板３の下地段板挿入部３１の巾（隙間）Ｗ１よりも少し大きく形成しているため、
下地段板２１の後端差込部２３が弾性圧縮変形しながら下地段板挿入部３１内に挿入され
る。このため上記の圧縮変形に対する復元力によって下地段板２１をけこみ板３の下地段
板挿入部３１に強固にかつ安定状態に嵌め込むことができ、下地段板２１の位置ずれ等を
確実に防止することができる。
【００６８】
　また本実施形態においては、下地段板２１の周囲４辺の全周を、側板１およびけこみ板
３によって支持固定できるため、下地段板２１に加わる荷重を周囲に均等に分散させて支
持できて、下地段板２１を安定した状態に確実に組み付けることができる。特に下地段板
２１の後端縁を上位のけこみ板３の下地段板挿入部３１によって下側から支持できるため
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、下地段板２１に高荷重が加わった際に下地段板２１の後端部中央が沈み込むような有害
なたわみ変形が生じるのを確実に防止することができる。
【００６９】
　その結果、下地段板自体の強度を高くしなくとも上記のたわみ変形を有効に防止できる
ため、下地段板２１として薄くて軽量のものを使用することができる。このため薄板化に
より材料費を削減できるとともに、軽量化により下地段板２１の取扱作業を容易に行えて
、ひいては組立作業性をより一層向上させることができる。
【００７０】
　本実施形態においては、既述した通り下地段板２１を組み付けた仮設状態の階段（仮設
階段）を建築作業用の作業階段として利用し、例えば内装工事等を行うものである。
【００７１】
　ここでけこみ板３に形成された段板挿入溝３０の下地段板挿入部３１および化粧段板挿
入部３５について詳細に説明する。本実施形態において、段板挿入溝３０のうち下地段板
挿入部３１は、下地段板２１を構成する部位が実際に挿入される部分、本実施形態におい
ては下地段板２１の後端差込部２３に対応する部分である。従って本実施形態において、
下地段板挿入部３１の巾Ｗ１は、下地段板２１の後端差込部２３の厚さＴ１に基づいて設
定されるものであり、下地段板挿入部３１の巾Ｗ１は、下地段板２１の主要部の厚さ（下
地段板２１における後端差込部２３よりも前側の部分の厚さ）と関連性がない。なお後述
の変形例で説明するように後端縁に切欠凹部等が形成されない下地段板２１においては（
図１０参照）、下地段板２１の主要部の厚さを基準に下地段板挿入部３１の巾Ｗ１が設定
されることになる。
【００７２】
　また段板挿入溝３０の化粧段板挿入部３５は、下地段板２１が挿入された状態において
、段板挿入溝３０内における下地段板２１の上面よりも上側の部分によって構成されてい
る。つまり本実施形態において、化粧段板挿入部３５の巾Ｗ２は、下地段板２１の上面と
段板挿入溝３０の内周上側面との間の隙間寸法に一致するものであり、化粧段板２５の厚
さに基づいて設定されるものである。なお後述の変形例で説明するように後端縁に切欠凹
部２６が形成された化粧段板２５であっても（図１０参照）、化粧段板挿入部３５の巾Ｗ
２は、化粧段板２５の後端縁の厚さと関連性がなく、化粧段板２５の主要部の厚さＴ２に
基づいて設定されるものである。
【００７３】
　一方図６および図７に示すように、仮設階段としての用途が終了した後に仮組状態の階
段に取り付けられる化粧段板２５は、下地段板２１の上面を覆うように貼り付けられるも
のであり、前端縁に段鼻４が一体に形成されている。段鼻４は化粧段板２５の前端縁から
前方に延びてから下方に折り返されて、その下方折り返し部が下地段板２１の前端縁を前
方から覆うことができるようになっている。
【００７４】
　図８に示すように化粧段板２５の厚さＴ２は、既述したように下地段板２１の上面とけ
こみ板３の化粧段板挿入部３５との間の間隔に対応する化粧段板挿入部３５の巾Ｗ２より
も少し大きく（厚く）形成されている。なお下地段板２１における切欠凹段部２２の前端
位置は上位のけこみ板３の前面によりも前方に配置されているため、その前端位置と、け
こみ板３における段板挿入溝３０の上側開口縁部との間に形成された斜め向き隙間の間隔
Ｌが、化粧段板２５の厚さＴ２よりも大きく形成されている。
【００７５】
　本実施形態において化粧段板２５の材料としては、木質系材料を用いることができ、例
えば６ｍｍ～１８ｍｍ厚のＰＢ（パーティクルボード）やＭＤＦ（中密度繊維板）等を好
適に用いることができる。本実施形態の化粧段板２５の材料としては、１２ｍｍ厚のＰＢ
または９ｍｍ厚のＭＤＦが採用されている。
【００７６】
　図１Ｄおよび図６に示すようにこの化粧段板２５を一対の側板１等に組み付けるには、
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化粧段板２５をその後端側が下向きになるような斜め姿勢に配置し、その斜め姿勢のまま
で化粧段板２５の後端縁を、上記斜め向き隙間を介してけこみ板３における化粧段板挿入
部３５の前部に挿入し、続けて化粧段板２５を後方に押し込みつつ水平姿勢になるまで回
転させて、化粧段板２５の後端縁を化粧段板挿入部３５の奥まで差し込む。この差込状態
においては、化粧段板２５が下地段板２１の上面を覆うように配置されるとともに、段鼻
４が化粧段板２５および下地段板２１の前端面を覆うように配置されることにより、下地
段板２１が段鼻付きの化粧段板２５によって化粧が施される。
【００７７】
　ここで本実施形態においては、下地段板２１の上面後端縁に下地段板切欠凹段部２２を
形成して、切欠凹段部２２の前端と段板挿入溝３０の上側開口縁部との間の斜め向き隙間
の間隔Ｌを化粧段板２５の厚さＴ２よりも広く形成しているため、その斜め向き隙間を介
して斜め姿勢の化粧段板２５の後端縁をけこみ板３の化粧段板挿入部３５に支障なく挿入
して奥まで嵌め込むことができる。すなわち化粧段板２５の厚さＴ２は、下地段板２１の
上面および化粧段板挿入部３５の上面（天井面）間の隙間寸法Ｗ２よりも厚く形成してい
るため、仮に下地段板２１の上面後端部に切欠凹段部２２が形成されていないような場合
には、化粧段板２５が斜め姿勢であっても水平姿勢であっても化粧段板２５の後端縁をけ
こみ板３の化粧段板挿入部３５内に挿入することが困難であり、化粧段板２５の組付作業
が困難になってしまう。
【００７８】
　そこで本実施形態においては、下地段板２１の切欠凹段部２２の上方に形成される斜め
向き隙間の間隔Ｌが化粧段板２５の厚さＴ２よりも大きいため、その斜め向き隙間に斜め
姿勢の化粧段板２５の後端縁を確実に挿入できて、既述した通り化粧段板２５を回転させ
つつ化粧段板挿入部３５の奥まで確実に差し込むことができる。このように化粧段板２５
の後端縁を斜め下向きに配置して化粧段板挿入部３５に挿入することによって、化粧段板
２５の後端縁を化粧段板挿入部３５にスムーズに挿入できるとともに、化粧段板２５を回
転させつつ押し込むことによって化粧段板挿入部３５の奥までスムーズに差し込むことが
できる。従って化粧段板２５の挿入作業を効率良くスムーズに行うことができ、ひいては
組立作業性を一層向上させることができる。
【００７９】
　さらに本実施形態においては、化粧段板２５を化粧段板挿入部３５に挿入した際に、化
粧段板２５の下地段板２１等に対する位置決めを図ることができるため、化粧段板２５を
所定の位置に精度良く簡単に配置できて組付作業性をより向上させることができる。
【００８０】
　その上さらに本実施形態においては、化粧段板２５の厚さＴ２を化粧段板挿入部３５の
巾Ｗ２よりも厚く形成しているため、化粧段板２５、下地段板２１およびけこみ板３が弾
性圧縮変形しながら化粧段板２５が化粧段板挿入部３５内に挿入される。このため上記の
圧縮変形に対する復元力によって化粧段板２５の上面が段板挿入溝３０の内周上側面に密
着し、化粧段板２５と段板挿入溝３０の上側開口縁部との間に隙間が形成されるのを確実
に防止できて、良好な美観を確保することができる。
【００８１】
　なお本実施形態において、化粧段板２５は下地段板２１に糊釘併用で固定される。すな
わち図７に示すように化粧段板２５および下地段板２１間に介在されるように接着剤を塗
布しておき、その状態で化粧段板２５の両側縁部および前縁部に上方からフィニッシュネ
イル等の釘５５を打ち込んで下地段板２１および側板１に固定する。
【００８２】
　こうして化粧段板２５を貼り付けて下地段板２１に化粧を施すとともに、けこみ板３の
前面に貼着された養生フィルム等の養生材を剥離して、けこみ板３の化粧面を露出させる
。これにより本実施形態のひな壇階段が仕上げ状態となり階段組立作業が完了する。
【００８３】
　以上のように本実施形態の安全施工階段によれば、下地段板２１の後端縁をけこみ板３
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の下地段板挿入部３１に挿入して固定しているため、下地段板２１の後端縁２１をけこみ
板３の下地段板挿入部３１によって下方側から支持固定することができる。従って下地段
板２１の後端縁中央部にたわみ変形が生じるのを防止することができる。さらに下地段板
２１のたわみ変形を防止できるため、下地段板２１として薄くて軽量のものを使用でき、
コストの削減および組立作業性を向上させることができる。
【００８４】
　さらに本実施形態においては、けこみ板３の下地段板挿入部２１の奥行きを化粧段板挿
入部２５の奥行きよりも深く形成しているため、下地段板２１を下地段板挿入部２１に差
し込んだ際に、奥行き方向および下方向の位置決めに加えて上方向の位置決めも図ること
ができ、下地段板２１を精度良く簡単に取り付けることができる。
【００８５】
　また本実施形態の安全施工階段においては、けこみ板３、下地段板２１、化粧段板２５
の組付作業はその釘打ち作業も含めて全て階段前面側からの作業で行うことができる。つ
まり階段裏面側からの作業が不要となり、組付作業性をより一層向上させることができる
。
【００８６】
　さらに化粧段板２５の後端縁を上位のけこみ板３の段板挿入溝３０に挿入しているため
、化粧段板２５の後端縁の収まり具合が良くなり、良好な美観をより確実に得ることがで
きる。
【００８７】
　また化粧段板２５の厚さＴ２を、段板挿入溝３０の上側に設けられた化粧段板挿入部３
５の巾Ｗ２よりも厚く形成して、化粧段板２５を化粧段板挿入部３５に圧縮状態に挿入し
ているため、化粧段板２５の上面が段板挿入溝３０の上側開口縁部に密着し隙間が形成さ
れるのを防止でき、美観をより一層向上させることができる。
【００８８】
　さらに下地段板２１の上面後端縁に切欠凹段部２２を形成して、その凹段部２２を利用
して化粧段板２５を化粧段板挿入部３５に挿入するようにしているため、化粧段板２５の
厚さが厚くとも、化粧段板挿入部３５に確実に挿入することができる。
【００８９】
　また化粧段板２５に段鼻４を一体に形成しているため、化粧段板２５の取付と同時に段
鼻４を取り付けることができ、実質的に段鼻４の取付作業を省略できて、一段と組付作業
性を向上させることができる。
【００９０】
　なお上記実施形態においては、本発明を直階段に適用する場合を例に挙げて説明したが
、それだけに限られず、本発明は、図１Ａ～図１Ｄに示すひな壇階段の上側を構成する回
り階段（かね折れ階段も含む）にも上記と同様にして適用することができる。
【００９１】
　また上記実施形態においては、けこみ板３における下地段板挿入部３１の奥行きを化粧
段板挿入部２５の奥行きよりも深く形成しているが、それだけに限られず、本発明におい
ては図９に示すように下地段板挿入部３１の奥行きと化粧段板挿入部３５の奥行きとを同
じ深さに形成しても良いし、下地段板挿入部３１の奥行きを化粧段板挿入部３５の奥行き
よりも浅く形成するようにしても良い。
【００９２】
　また上記実施形態においては、化粧段板２５の後端縁を化粧段板挿入部３５にスムーズ
に挿入できるように、下地段板２１の後端縁に切欠凹段部２２を形成するようにしている
が、それだけに限られず、本発明においては図１０に示すように化粧段板２５の下面後端
縁に化粧段板切欠凹部２６を形成するようにしても良い。この場合、化粧段板切欠部２６
が形成されることによって、化粧段板２５の後端縁の厚さが薄くなり、その薄い化粧段板
後端縁をけこみ板３の段板挿入溝３０内における下地段板２１の上方に確実に挿入できて
、上記実施形態と同様に化粧段板２５を回転操作しつつ押し込むことにより、化粧段板２
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５を化粧段板挿入部３５の奥まで確実に差し込むことができる。
【００９３】
　さらに本発明においては、下地段板２１の下面後端縁および化粧段板２５の上面後端縁
の双方に切欠凹部２２，２６をそれぞれ形成するようにしても良い。
【００９４】
　また本発明においては、下地段板２１や化粧段板２５に切欠凹部等を形成しなくとも化
粧段板２５を化粧段板挿入部３５に圧縮状態に挿入配置することができる。例えば図１１
に示すように化粧段板２５の実質的な厚さ寸法を化粧段板挿入部３５の巾寸法よりも薄く
形成しておき、化粧段板２５を下地段板２１に接着するための接着剤６として、硬化時に
発泡して膨張する発泡性接着剤を用いるようにすれば良い。この場合、接着剤６の硬化前
に化粧段板２５を化粧段板挿入溝３５内に挿入すれば、その挿入作業を確実に行えるとと
もに、その後接着剤６が硬化して発泡することによって化粧段板２５の上面後端縁を段板
挿入溝３０の内周上側面に圧接することができ、化粧段板２５の上面と段板挿入溝３０の
上側開口縁部との間に隙間が形成されるのを確実に防止することができる。
【００９５】
　同様に下地段板２１の後端差込部２３をけこみ板３の段板挿入溝３０の内周下側面に固
定する際に、発泡性接着剤によって接着するようにすれば、下地段板２１の後端差込部２
３の厚さＴ１が下地段板挿入部３１の巾Ｗ１よりも薄い場合であっても、下地段板２１の
後端差込部２３を下地段板挿入部３１に圧縮状態に嵌め込むことができる。
【００９６】
　ここで発泡性接着剤としては、１液型ウレタン系接着剤を好適なものとして例示するこ
とができる。なお発泡に限られず、下地段板２１や化粧段板２５を挿入した後、膨張する
（体積が増加する）接着剤であれば、上記の発泡性接着剤と同様に用いることができる。
【００９７】
　また上記実施形態においては、化粧面に養生フィルム等の養生材が貼り付けられたけこ
み板３を組み付けておき、最終的に養生フィルムを剥離して、けこみ板３の化粧面を露出
させて仕上げ施工を行うようにしているが、それだけに限られず、本発明においては、化
粧が施されていないけこみ板を組み付けておき、最終的にけこみ板の表面に化粧材を貼り
付けて仕上げ施工を行うようにしても良い。
【００９８】
　また上記実施形態においては、化粧段板２５の後端縁をけこみ板３の段板挿入溝３０に
挿入するようにしているが、それだけに限られず、本発明においては、下地段板２１だけ
をけこみ板３の段板挿入溝３０に挿入し、化粧段板２５の後端縁は段板挿入溝３０に挿入
せずにけこみ板３の前面に対向配置させるようにしても良い。
【００９９】
　また上記実施形態においては、化粧段板２５に段鼻４を一体に形成しているが、それだ
けに限られず、本発明においては図１２に示すように段鼻４を化粧段板２５に対し別体に
形成するようにしても良い。この場合同図に示すように化粧段板２５の前端面に雄ざね部
２７を形成するとともに、段鼻４の裏面側に雄ざね部２７に対応して雌ざね部４１を形成
しておき、雄ざね部２７を雌ざね部４１に嵌め込んで段鼻４を化粧段板２５等に固定する
ことによって、段鼻４を所定位置に位置精度良く確実に固定することができる。言うまで
もなく、段鼻取付用の雄ざね部を下地段板２１の前端面に形成するようにしても良い。
【０１００】
　また上記実施形態において例えば、化粧段板２５と別体の段鼻４を下地段板２１の前端
面に固定するような場合、けこみ板３における化粧段板収容部３５内に弾性復元力を有す
るクッション材を圧縮状態に挿入しておくことにより、そのクッション材の復元力によっ
て化粧段板２５を前方に押し付けて段鼻５に圧接することができ、化粧段板２５を安定し
た状態に取り付けることができる。
【０１０１】
　また本発明においては図１３Ａに示すように、下地段板２１における後端差込部２３の
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後端面下縁部に面取り部（下地段板側面取り部）２９を形成するようにしても良い。この
場合には、後端差込部２３の厚さＴ１が下地段板挿入部３１の巾Ｗ１よりも厚い場合でも
、下地段板２１を容易に挿入することができる。また図１３Ｂに示すように、けこみ板３
における段板挿入溝３０の開口縁部下側に面取り部（けこみ板側面取り部）３９を形成し
ても、上記と同様に後端差込部２３の厚さＴ１が下地段板挿入部３１の巾Ｗ１よりも厚い
場合でも、下地段板２１を容易に挿入することができる。言うまでもなく本発明において
は、図１３Ａに示す下地段板側面取り部２９と、図１３Ｂに示すけこみ板側面取り部３９
とを共に形成するようにしても良い。
【０１０２】
　また図１３Ｂに示すように、けこみ板側面取り部３９を形成する場合には、釘打ち角度
にかかわらず下地段板２１をけこみ板３に確実に固定することができる。すなわち図１４
Ａに示すように、けこみ板側面取り部３９が形成されていない場合、釘打ち角度が高いと
（釘打ち方向が垂直に近いと）、釘打ち用溝２４から打ち込んだ釘５１が段板挿入溝３０
内に届かず、下地段板２１の下方に抜け出してけこみ板３の前面における段板挿入溝３０
の下側で跳ね返されて折れ曲がってしまい、釘５１をけこみ板３に固定できないおそれが
ある。
【０１０３】
　そこで図１４Ｂに示すようにけこみ板側面取り部３９を形成しておくと、釘打ち角度が
高い場合であっても、釘打ち用溝２４から打ち込んだ釘５１が面取り部３９に導かれるた
め、釘５１をけこみ板３に確実に固定することができる。
【０１０４】
　参考までに図１４Ｃに示すように釘打ち角度が低い場合には、けこみ板側面取り部が３
９が形成されていなくとも、釘打ち用溝２４から打ち込んだ釘５１は段板挿入溝３０内に
導かれるため、釘５１をけこみ板３に確実に固定することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　この発明の安全施工階段は、例えば一般住宅等の屋内に組み付けられる木質製のひな壇
階段等に適用することができる。
【符号の説明】
【０１０６】
１：側板
１２：段板取付用木口（段板取付部）
１３：けこみ板取付用木口（けこみ板取付部）
１４：蹴込板挿入用切欠部
２１：下地段板
２２：下地段板切欠凹段部
２５：化粧段板
２６：化粧段板切欠凹段部
２７：雄ざね部
２９：下地段板側面取り部
３：けこみ板
３０：段板挿入溝
３１：下地段板挿入部
３５：化粧段板挿入部
３９：けこみ板側面取り部
４：段鼻
４１：雌ざね部
６：接着剤
Ｔ１：下地段板後端部の厚さ
Ｔ２：化粧段板の厚さ
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Ｗ１：下地段板挿入部の巾
Ｗ２：化粧段板挿入部の巾
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２】 【図３】
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【図５】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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